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件名 : 日本介護支援専門員協会　メールマガジン11号　20080121
送信日時 : 2008年 1月 21日 月曜日 5:21 PM
差出人 : 日本介護支援専門員協会　事務局 <jcma.net@jcma.gr.jp>
宛先 : <motoyasu@ohba.co.jp>
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　　　　　　　日本介護支援専門員協会　メールマガジン　No.11
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☆転送大歓迎☆

会員の皆様、こんにちは！　メルマガ第11号をお届けします。

===============　お知らせメニュー　=============================
１．広報編集委員会からのおたより（今回は白戸委員より）
２．行政のうごき（詳細はホームページの会員専用頁にて！）
３．施設介護支援専門員研修会のお知らせ
================================================================

●１●　広報編集委員会からのおたより

☆今年はねずみ年・・ねずみさんはこつこつ働き、財を築いていくらし
　いですね。
　私事でいえば経済的な財はどうも期待できそうもありせんが、人との
　ご縁を大切にして心の財産を増やして行きたいなと思っております。
　♪めでたい事♪に、2008年、年の初めにメルマガ担当になりました。

　これも偶然ではないんでしょうね。
　ＪＣＭＡの広報委員としての自覚を新たにしております。


☆さて、先日携帯でＪＣＭＡメルマガを初めて受信しました。
　いつもはパソコンで受信しておりましたが・・
丁度電車にのっていま
　したので、ゆっくり介護保険にかかわる情報を確認でき、有意義な乗
　車時間を過ごす事ができました。

　メルマガも今回で11回目となりましたが、みなさん、活用していただい
　ているでしょうか。

　ケアマネの仕事は情報収集能力も必要です。

　すきま時間を利用してメルマガ読んでくださいね。

　いつもＪＣＭＡとつながっていると、きっと自分を見失うことなくお仕
　事できると思いますよ。（＾＾）

☆今年も皆様にとって♪身近で頼り♪になる存在になるよう
広報委員一
　同ますますがんばって参ります。元気になれるようなメルマガを作成し
　ていきたいと思っておりますのでご期待ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【広報編集委員会　白戸江美子】

●２●　行政のうごき

◇社会保障審議会介護保険部会◇（第23回
H20.1.17）

★この会議は介護保険制度全体に関する課題を審議する場で、介護報酬や
　基準について審議する介護給付費分科会とは、役割が区別されています。

★議題は前回に続いて「介護事業運営の適正化について」です。介護サー
　ビス事業者の不正を防止し、事業運営の適正化を図るために必要な措置
　について、通常国会への改正介護保険法案提出を視野に入れて議論され
　ました。

★当協会の木村会長の発言要旨は、以下のとおりです。
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★情報公表制度はインターネットがメインであり、高齢者にとっては見づ
　らいのが現状。古都課長からの説明にもあったが、地域の介護支援専門
　員がこれを検索、プリントして具体的に解説しながら利用することは当
　然のこととして進めていかなければいけない。


★日本介護支援専門員協会は、情報公表制度そのものを国民向けにわかり
　やすく解説したマンガパンフレットを作成活用しているので次回提示し
　たい。


★この制度は公表している内容に虚偽があった場合、利用者等から都道府
　県、市町村・特別区に対して苦情や通報ができる仕掛けにもなっている
　が、周知されていない。利用者が主体的に情報を得ることができる一方
　で、事業所が自らの内容を公表することの責任について、国民が目安箱
　としても利用できるということを、マスコミ等を通じて周知すれば、利
　用者・事業者にとって有意義なものになっていくと思う。


★厚生労働省の資料で、指導監督担当職員の内容が都道府県ごとに示され
　たが、やはり兼務が多い。各委員からも指導官の質・専門性を問う指摘
　があったが、当協会では第２回有識者会議のヒアリングで次のことも提
　案させていただいた。


★介護保険制度の中でケアマネジメントそのものをきちんと理解した指導
　官が養成されなければ、施設・通所・訪問のいずれにしても的確な指導
　監督ができないはずだ。ケアマネジメントを十分理解している介護支援
　専門員の資格を持った指導官がきちんと配置されるべきと思うので、検
　討をお願いしたい。

★この日は各委員から、自治体の監査指導のバラつきを標準化すること、
　連座制は堅持しつつも自治体ごとの判断余地を残すこと、指導監督・介
　護サービス情報公表制度・第三者評価制度の横断的利用などの意見があ
　がり、厚労省からもこれについての説明がありました。

　↓行政情報はホームページの会員専用頁で（近日傍聴メモを掲載）↓
　　https://www2.jcma.gr.jp/jcma_member/member/login.aspx

●３●　施設介護支援専門員研修会のお知らせ【主催：当協会】


★日　時：平成20年4月12日(土)
10：00~16：30

★場　所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-21-1）

★参加費：会員5,000円（非会員7,000円）



↓↓パンフレットはこちらから↓↓
http://www.jcma.gr.jp/news/image/20080108-02.pdf

***************************************************************
♪後記♪
・今回の冒頭のおたよりを担当した白戸委員は埼玉県支部所属、
　基礎資格は看護師さんです。
・協会では、介護支援専門員テキストを近日発行する予定です。
　詳細はメルマガ臨時号でお知らせします。
・2月16・17日に大阪で開催する全国大会にエントリーをされて
　いない方、まだ間に合います！お申し込みをお待ちしております。
　→https://apollon.nta.co.jp/kaigo/
***************************************************************

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
メールアドレスの変更等、会員登録情報の変更に関しては下記ページにて
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承っております（会員専用頁＞会員情報変更）。
https://www2.jcma.gr.jp/jcma_member/member/login.aspx　

※システムの都合上、同じメールアドレスで複数の方が登録されている
　場合、ご登録いただいた人数分が配信されてしまいます。
　できましたら、個人アドレスまたは携帯電話アドレスなどへの変更等
　ご対処をお願いできれば幸いに存じます。
　パソコン版だけでなく、携帯版も発行しています。
※本メールの送信アドレスに、返信やお問い合わせを頂いてもご返答する
　ことができません。ご不明な点・ご質問などございましたら、下記お問
　い合わせ先までご連絡ください。
※メールが崩れて見える場合は「MSゴシック」や「Osaka等幅」など等幅
　フォントでご覧ください。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
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